
○五霞町医療費助成に関する条例施行規則

平成22年6月29日 

規則第10号 

改正 平成26年6月27日規則第22号 

平成28年3月31日規則第1号 

(趣旨) 

第１条 この規則は，五霞町医療費助成に関する条例(平成22年五霞町条例第13号。

以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この規則において「保護者」とは，条例第3条に規定する対象者(以下「対象

者」という。)，対象者の親権を行う者及び条例第5条ただし書に規定する保護者等

をいう。 

(医療費助成受給者証の交付申請) 

第３条 保護者は，対象者に係る医療費の助成を受けるために，五霞町医療費助成受

給者証交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に対象者の被保険者

証の写しを添えて，あらかじめ町長に申請しなければならない。 

(受給者証の交付) 

第４条 町長は，前条の交付申請が適切であると認めたときは，五霞町医療費助成受

給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。ただ

し，五霞町医療福祉費支給に関する条例(昭和51年五霞村条例第12号。以下「支給

条例」という。)第4条の規定に基づく医療福祉費の支給を受けることができる者へ

の交付については，これを省略することができる。 

２ 対象者が小児であり，12歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以

後の最初の3月31日までの間にあるものの場合は，受給者証表面に，外来のみ有効

である旨を表示するものとする。 

(受給者証の再交付申請) 

第５条 保護者は，受給者証を毀損し，汚濁し，又は紛失したときには，五霞町医療

費助成受給者証再交付申請書(様式第3号。以下「再交付申請書」という。)により

受給者証の再交付を申請することができる。 

２ 保護者は，受給者証を毀損し，又は汚濁し，再交付申請書を提出するときには，

受給者証を添付しなければならない。 

３ 保護者は，受給者証を紛失し，再交付申請書の提出をした後に受給者証を発見し

たときには，直ちにこれを町長に返還しなければならない。 

(受給者証の再交付) 

第６条 町長は，前条第1項の申請があり，適切であると認めたときは，受給者証を

再交付しなければならない。ただし，町長は，支給条例第4条の規定に基づく医療

福祉費の支給を受けることができる者への再交付については，これを省略すること

ができる。 

(助成申請) 

第７条 保護者は，医療費の助成を受けようとするときは，五霞町医療費助成申請書

(様式第4号。以下「助成申請書」という。)に医療機関の発行する領収書を添付し，

町長に提出しなければならない。ただし，町長は，証明すべき事実を公簿等によっ

て確認することができるときは，当該領収書の添付を省略させることができる。 

(助成決定) 



第８条 町長は，助成申請書を受けたときは，その内容を審査の上，当該申請に係る

助成の可否及び助成額を決定し，五霞町医療費助成決定通知書(様式第5号)により

保護者に通知するものとする。この場合において，助成決定額の支払については原

則として交付申請書に記載された口座に振り込むものとする。 

２ 小児において支給条例第4条第2項第1号に定める控除額を助成する場合は，これ

を省略することができる。 

(受給者証の返還) 

第９条 保護者は，対象者の要件を欠いた受給者証を所持しているときには，直ちに

受給者証を町長に返還しなければならない。 

(助成額の返還) 

第１０条 町長は，対象者の疾病又は負傷に関し，保護者が第三者から損害賠償を受

けたときは，その価額の限度において対象者に係る医療費の助成された額の全部若

しくは一部を支給せず，又は既に支給した医療助成費を返還させるものとする。 

(その他) 

第１１条 この規則の施行に関し必要な事項は，町長が別に定める。 

附 則 

この規則は，平成22年10月1日から施行する。 

附 則(平成26年規則第22号) 

この規則は，平成26年10月1日から施行する。 

附 則(平成28年規則第1号) 

(施行期日) 

１ この規則は，行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)

から施行する。 

(経過措置) 

２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であ

ってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前

にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては，なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際，第2条の規定による改正前の五霞町情報公開条例施行規則，

第3条の規定による改正前の五霞町個人情報保護条例施行規則，第4条の規定による

改正前の五霞町特定個人情報保護条例施行規則，第6条の規定による改正前の五霞

町圏央道五霞インターチェンジ周辺地区における土地区画整理事業に伴う固定資

産税の減免の特例に関する規則，第7条の規定による改正前の五霞町公の施設に係

る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則，第8条の規定による改正前の

五霞町医療費助成に関する条例施行規則，第9条の規定による改正前の五霞町医療

福祉費支給に関する条例施行規則，第10条の規定による改正前の五霞町茨城県青少

年のための環境整備条例の施行に関する規則，第11条の規定による改正前の五霞町

災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則，第12条の規定による改正前の五霞町児

童福祉法施行細則，第13条の規定による改正前の五霞町立児童館管理規則，第14条

の規定による改正前の五霞町保育の必要性の認定基準に関する条例施行規則，第15

条の規定による改正前の五霞町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確

認等に関する規則，第16条の規定による改正前の五霞町特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の利用者負担に関する規則，第17条の規定による改正前の五霞町

児童手当等事務処理規則，第18条の規定による改正前の五霞町障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則，第19条の規定による改正前の



五霞町身体障害者福祉法施行細則，第20条の規定による改正前の五霞町知的障害者

福祉法施行細則，第21条の規定による改正前の五霞町隣保館の設置及び管理に関す

る条例施行規則，第22条の規定による改正前の五霞町国民健康保険規則，第23条の

規定による改正前の五霞町高額療養費貸付金条例施行規則，第24条の規定による改

正前の五霞町国民健康保険税条例施行規則，第25条の規定による改正前の五霞町介

護保険条例施行規則，第26条の規定による改正前の五霞町養育医療の給付等に関す

る規則，第27条の規定による改正前の五霞町廃棄物の処理及び清掃に関する規則，

第28条の規定による改正前の五霞町土砂等による土地の埋立て，盛土及びたい積の

規制に関する条例施行規則，第29条の規定による改正前の五霞町空き地の雑草等の

除去に関する条例施行規則，第30条の規定による改正前の五霞町ペット霊園等の設

置の適正化に関する条例施行規則，第31条の規定による改正前の五霞町農業集落排

水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則，第32条の規定による改正前の五

霞町農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例施行規則，第33条の規定による

改正前の五霞町都市公園条例施行規則，第34条の規定による改正前の五霞町茨城県

屋外広告物条例の施行に関する規則及び第35条の規定による改正前の岩井・境都市

計画五霞町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式によ

る用紙で，現に残存するものは，当分の間，所要の修正を加え，なお使用すること

ができる。 
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様式第１号(第3条関係) 

様式第２号(第4条関係) 

様式第３号(第5条関係) 

様式第４号(第7条関係) 

様式第５号(第8条関係) 


